
 

○ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ）                     （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

（ ゴ シ ッ ク 体 は 電 波 監 理 審 議 会 へ の 必 要 的 諮 問 事 項 ）  

改  正  案  現     行  

 （ 申 請 手 続 の 簡 略 ）  

第 十 五 条 の 二 の 二  （ 略 ）  

 （ 申 請 手 続 の 簡 略 ）  

第 十 五 条 の 二 の 二  （ 同 上 ）  

２  同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 簡 易 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 陸 上 移 動 局

、 携 帯 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線 標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 設 備

規 則 第 五 十 四 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備

の 条 件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 」 と い う

。 ） 又 は 実 験 試 験 局 で あ つ て 、 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号

ま で に 掲 げ る 事 項 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 無 線 設 備 の 移 動 範

囲 及 び 工 事 落 成 の 予 定 期 日 、 そ の 他 の 無 線 局 に あ つ て は 無 線 設 備

の 工 事 落 成 の 予 定 期 日 を 除 く 。 ） 及 び 無 線 設 備 の 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ

Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 当 該 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 の 送 信 の 制 御 を 行 う 他

の 一 の 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設

備 の 設 置 場 所 と す る 。 ） を 同 じ く す る も の 並 び に 同 一 人 に 属 す る

二 以 上 の 設 備 規 則 第 九 条 の 四 第 三 号 に 規 定 す る Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 （

以 下 「 Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 」 と い う 。 ） 、 施 行 規 則 第 三 十 三 条 第 六 号

(1
)

に 規 定 す る 基 地 局 （ 以 下 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。 ） 又

は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一

項 若 し く は 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合

す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 陸 上 移 動 中 継 局 で あ つ て 屋 内 そ の 他 他 の

無 線 局 の 運 用 を 阻 害 す る よ う な 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 与 え る お そ れ

が な い 場 所 に 設 置 す る も の （ 以 下 「 特 定 陸 上 移 動 中 継 局 」 と い う

。 ） で あ つ て 、 そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 が い ず れ も 同 一 総 合 通 信

２  同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 簡 易 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 陸 上 移 動 局

、 携 帯 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線 標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 設 備

規 則 第 五 十 四 条 の 三 第 一 項 又 は 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条

件 が 定 め ら れ て い る 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 」 と い う 。 ）

又 は 実 験 試 験 局 で あ つ て 、 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で

に 掲 げ る 事 項 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 無 線 設 備 の 移 動 範 囲 及

び 工 事 落 成 の 予 定 期 日 、 そ の 他 の 無 線 局 に あ つ て は 無 線 設 備 の 工

事 落 成 の 予 定 期 日 を 除 く 。 ） 及 び 無 線 設 備 の 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ

地 球 局 に あ つ て は 当 該 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 の 送 信 の 制 御 を 行 う 他 の 一

の 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備 の

設 置 場 所 と す る 。 ） を 同 じ く す る も の 並 び に 同 一 人 に 属 す る 二 以

上 の 設 備 規 則 第 九 条 の 四 第 三 号 に 規 定 す る Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 （ 以 下

「 Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 」 と い う 。 ） 、 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第

一 項 及 び 第 四 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項 及 び 第 四 項 若 し く は

第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合

す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 基 地 局 で あ つ て 屋 内 そ の 他 他 の 無 線 局 の

運 用 を 阻 害 す る よ う な 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 与 え る お そ れ が な い 場

所 に 設 置 す る も の （ 以 下 「 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 」 と い う 。 ） 又 は

設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 三 第 一 項 、 第 四 十 九 条 の 六 の 四 第 一 項

若 し く は 第 四 十 九 条 の 六 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 適 合 す



 

局 の 管 轄 区 域 内 に あ り 、 か つ 、 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号

ま で に 掲 げ る 事 項 （ 無 線 設 備 の 設 置 場 所 及 び 工 事 落 成 の 予 定 期 日

を 除 く 。 ） を 同 じ く す る も の の 免 許 の 申 請 は 、 そ の 申 請 を 同 時 に

行 う 場 合 に 限 り 、 一 の 無 線 局 に 係 る 免 許 の 申 請 書 及 び そ の 添 付 書

類 に 同 時 に 申 請 し よ う と す る 無 線 局 の 数 及 び 各 無 線 局 ご と の 無 線

設 備 の 工 事 落 成 の 予 定 期 日 、 運 用 開 始 の 予 定 期 日 、 無 線 設 備 の 設

置 場 所 （ Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 又 は 特 定 陸 上 移 動

中 継 局 に 限 る 。 ） 、 無 線 設 備 の 移 動 範 囲 及 び 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ

地 球 局 に 限 る 。 ） 等 を 明 示 し た 上 、 当 該 一 の 無 線 局 に 係 る 免 許 の

申 請 書 及 び 添 付 書 類 の み を 提 出 す る こ と に よ つ て 行 う こ と が で き

る 。  

る 無 線 設 備 を 使 用 す る 陸 上 移 動 中 継 局 で あ つ て 屋 内 そ の 他 他 の 無

線 局 の 運 用 を 阻 害 す る よ う な 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 与 え る お そ れ が

な い 場 所 に 設 置 す る も の （ 以 下 「 特 定 陸 上 移 動 中 継 局 」 と い う 。

） で あ つ て 、 そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 が い ず れ も 同 一 総 合 通 信 局

の 管 轄 区 域 内 に あ り 、 か つ 、 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま

で に 掲 げ る 事 項 （ 無 線 設 備 の 設 置 場 所 及 び 工 事 落 成 の 予 定 期 日 を

除 く 。 ） を 同 じ く す る も の の 免 許 の 申 請 は 、 そ の 申 請 を 同 時 に 行

う 場 合 に 限 り 、 一 の 無 線 局 に 係 る 免 許 の 申 請 書 及 び そ の 添 付 書 類

に 同 時 に 申 請 し よ う と す る 無 線 局 の 数 及 び 各 無 線 局 ご と の 無 線 設

備 の 工 事 落 成 の 予 定 期 日 、 運 用 開 始 の 予 定 期 日 、 無 線 設 備 の 設 置

場 所 （ Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 フ ェ ム ト セ ル 基 地 局 又 は 特 定 陸 上 移 動 中

継 局 に 限 る 。 ） 、 無 線 設 備 の 移 動 範 囲 及 び 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地

球 局 に 限 る 。 ） 等 を 明 示 し た 上 、 当 該 一 の 無 線 局 に 係 る 免 許 の 申

請 書 及 び 添 付 書 類 の み を 提 出 す る こ と に よ つ て 行 う こ と が で き る

。  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 同 上 ）  

  

 （ 再 免 許 の 申 請 ）  

第 十 六 条  再 免 許 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 再 免 許 申 請 書 に 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 添 え て 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に

提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 再 免 許 の 申 請 ）  

第 十 六 条  再 免 許 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 再 免 許 申 請 書 に 次 に

掲 げ る 事 項 等 を 記 載 し た 書 類 を 添 え て 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長

に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 十  （ 略 ）  一 ～ 十  （ 同 上 ）  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 同 上 ）  

  

（ 相 続 等 に お け る 免 許 の 承 継 の 届 出 ）  

第 二 十 条 の 二  法 第 二 十 条 第 一 項 、 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 に よ り

（ 相 続 等 に お け る 免 許 の 承 継 の 届 出 ）  

第 二 十 条 の 二  （ 同 上 ）  



 

無 線 局 の 免 許 人 の 地 位 を 承 継 し た こ と を 届 け 出 る と き は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 に 法 第 二 十 条 第 七 項 の 書 面 を 添 え て 総 務

大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。  

一  免 許 人 の 地 位 を 承 継 し た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法

人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

一  免 許 人 の 地 位 を 承 継 し た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所  

二  承 継 に 係 る 無 線 局 の 識 別 信 号 （ パ ー ソ ナ ル 無 線 及 び 包 括 免 許

に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 、 種 別 、 免 許 の 番 号 又 は 予 備 免 許

の 番 号 、 免 許 人 又 は 予 備 免 許 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称  

二  （ 同 上 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 同 上 ）  

  

 （ 特 定 無 線 局 の 再 免 許 の 申 請 ）  

第 二 十 条 の 八  特 定 無 線 局 の 再 免 許 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 再

免 許 申 請 書 に 次 に 掲 げ る 事 項 （ 特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第

二 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 申 請 に あ つ て は

、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 第 六 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） 及 び 無 線 設 備

を 設 置 し よ う と す る 区 域 ） を 記 載 し た 書 類 を 添 え て 総 合 通 信 局 長

に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 特 定 無 線 局 の 再 免 許 の 申 請 ）  

第 二 十 条 の 八  特 定 無 線 局 の 再 免 許 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 再

免 許 申 請 書 に 次 に 掲 げ る 事 項 等 を 記 載 し た 書 類 を 添 え て 総 合 通 信

局 長 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 六  （ 略 ）  一 ～ 六  （ 同 上 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 同 上 ）  

  

 （ 審 査 及 び 包 括 免 許 の 付 与 ）  

第 二 十 条 の 九  総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 二 十 七 条 の 四 の 規 定 に よ り 特

定 無 線 局 の 再 免 許 の 申 請 を 審 査 し た 結 果 、 そ の 申 請 が 同 条 各 号 に

適 合 し て い る と 認 め る と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 （

特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 二 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の

に 限 る 。 ） に 係 る 申 請 に あ つ て は 、 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 事

 （ 審 査 及 び 包 括 免 許 の 付 与 ）  
第 二 十 条 の 九  総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 二 十 七 条 の 四 の 規 定 に よ り 特

定 無 線 局 の 再 免 許 の 申 請 を 審 査 し た 結 果 、 そ の 申 請 が 同 条 各 号 に

適 合 し て い る と 認 め る と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

指 定 し て 、 無 線 局 の 免 許 を 与 え る 。  



 

項 並 び に 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る こ と が で き る 区 域 ） を 指 定 し

て 、 特 定 無 線 局 の 免 許 を 与 え る 。  
一  電 波 の 型 式 及 び 周 波 数  

二  空 中 線 電 力  

三  指 定 無 線 局 数  

一  （ 同 上 ）  

二  （ 同 上 ）  

三  （ 同 上 ）  

  

 （ 運 用 開 始 等 の 届 出 ）  

第 二 十 四 条  （ 略 ）  

 （ 免 許 後 の 変 更 等 の 手 続 ）  

第 二 十 四 条  （ 同 上 ）  

  

第 二 十 四 条 の 二  法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 前 段 の 総 務 省 令 で 定 め る

事 項 は 、 次 の 事 項 と す る 。  

 

一  包 括 免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、

そ の 代 表 者 の 氏 名  

二  包 括 免 許 の 番 号  

三  特 定 無 線 局 を 開 設 し た 日  

四  無 線 設 備 の 設 置 場 所  

五  適 合 表 示 無 線 設 備 の 番 号  

六  無 線 設 備 の 製 造 番 号  

 

２  法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 前 段 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 表 第 五 号

の 五 の 二 の 様 式 に よ り 行 う も の と す る 。  

 

３  法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 後 段 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 は 、 そ の

理 由 を 添 え て 行 う も の と す る 。  

 

  

 （ 免 許 後 の 変 更 等 の 手 続 ）  

第 二 十 四 条 の 三  法 第 十 六 条 の 二 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 を し よ う

と す る 場 合 は 、 変 更 の 理 由 及 び 電 気 通 信 業 務 の 通 信 の 取 扱 範 囲 を

 

第 二 十 四 条 の 二  （ 同 上 ）  



 

記 載 し た 申 請 書 に そ の 写 し 二 通 を 添 え て 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局

長 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 申 請 が 海

岸 局 に 係 る も の で あ る と き は 、 電 気 通 信 業 務 の 通 信 に 使 用 す る こ

と を 希 望 す る 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 並 び に 電 気 通 信 業 務 の 取 扱 時

間 を 申 請 書 に 付 記 す る も の と す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 同 上 ）  

  

第 二 十 四 条 の 四  法 第 二 十 二 条 又 は 法 第 二 十 七 条 の 十 第 一 項 の 規 定

に よ る 無 線 局 の 廃 止 の 届 出 は 、 当 該 無 線 局 又 は 包 括 免 許 に 係 る す

べ て の 特 定 無 線 局 を 廃 止 す る 前 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文

書 を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。  

第 二 十 四 条 の 三  （ 同 上 ）  

一  免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の

代 表 者 の 氏 名  

二 ～ 六  （ 略 ）  

一  免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所  

 

二 ～ 六  （ 同 上 ）  

  

第 二 十 四 条 の 五  法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 後 段 の 規 定 に よ る 特 定 無

線 局 の 廃 止 の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書 を 総 務 大 臣

又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。  

 

一  包 括 免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、

そ の 代 表 者 の 氏 名  

二  包 括 免 許 の 番 号  

三  廃 止 し た 年 月 日  

四  適 合 表 示 無 線 設 備 の 番 号  

五  無 線 設 備 の 製 造 番 号  

六  包 括 免 許 に 係 る す べ て の 特 定 無 線 局 を 廃 止 し た と き は 、 そ の

旨  

 



 

 
第 二 十 九 条  法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 七 条 の 規 定 に

よ り 、 許 可 に 係 る 設 備 の 変 更 の 許 可 の 申 請 又 は 届 出 を し よ う と す

る 場 合 は 、 申 請 書 又 は 届 書 に 変 更 に 係 る 部 分 に 関 す る 変 更 後 の 事

項 を 記 載 し た 別 表 第 六 号 第 ２ 又 は 第 ３ の 様 式 に よ る 添 付 書 類 及 び

そ の 添 付 書 類 の 写 し 一 通 を 添 え て 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

第 二 十 九 条  法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 七 条 の 規 定 に

よ り 、 許 可 に 係 る 設 備 の 変 更 の 許 可 の 申 請 又 は 届 出 を し よ う と す

る 場 合 は 、 申 請 書 又 は 届 書 に 変 更 に 係 る 部 分 に 関 す る 変 更 後 の 事

項 等 を 記 載 し た 別 表 第 六 号 第 ２ 又 は 第 ３ の 様 式 に よ る 添 付 書 類 及

び そ の 添 付 書 類 の 写 し 一 通 を 添 え て 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 同 上 ）  

  

第 三 十 条  法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 二 条 の 規 定 に

よ る 高 周 波 利 用 設 備 の 廃 止 の 届 出 は 、 当 該 高 周 波 利 用 設 備 を 廃 止

す る 前 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 文 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出

し て 行 う も の と す る 。  

第 三 十 条  （ 同 上 ）  

一  設 置 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の

代 表 者 の 氏 名  

一  設 置 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所  

二  廃 止 す る 年 月 日  

三  高 周 波 利 用 設 備 の 種 別  

四  許 可 の 番 号  

五  許 可 の 年 月 日  

二  （ 同 上 ）  

三  （ 同 上 ）  

四  （ 同 上 ）  

五  （ 同 上 ）  

  

 （ 非 常 時 運 用 人 に よ る 無 線 局 の 運 用 の 届 出 ）  

第 三 十 一 条 の 二  法 第 七 十 条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出

し て 行 う も の と す る 。  

 （ 非 常 時 運 用 人 に よ る 無 線 局 の 運 用 の 届 出 ）  
第 三 十 一 条 の 二  （ 同 上 ）  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 同 上 ）  

四  無 線 設 備 の 製 造 番 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 四  無 線 設 備 の 製 造 番 号 （ 包 括 登 録 に 基 づ き 開 設 し て い る 登 録 局



 

七 条 の 二 第 二 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） 又 は 包 括

登 録 に 基 づ き 開 設 し て い る 登 録 局 に 限 る 。 ）  

に 限 る 。 ）  
２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 同 上 ）  

  

 （ 免 許 人 以 外 の 者 に よ る 特 定 の 無 線 局 の 簡 易 な 操 作 に よ る 運 用 に

関 す る 準 用 ）  

第 三 十 一 条 の 三  前 条 の 規 定 は 、 法 第 七 十 条 の 八 第 二 項 に お い て 準

用 す る 法 第 七 十 条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て 準 用 す る

。 こ の 場 合 に お い て 、 前 条 第 一 項 第 一 号 中 「 非 常 時 運 用 人 」 と あ

る の は 「 法 第 七 十 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ り 無 線 局 の 運 用 を 行 う

当 該 無 線 局 の 免 許 人 以 外 の 者 」 と 、 「 免 許 又 は 登 録 」 と あ る の は

「 免 許 」 と 、 同 項 第 二 号 及 び 第 三 号 中 「 非 常 時 運 用 人 」 と あ る の

は 「 法 第 七 十 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ り 無 線 局 の 運 用 を 行 う 当 該

無 線 局 の 免 許 人 以 外 の 者 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 第 七 十 条 の 七 第 一

項 」 と あ る の は 「 第 七 十 条 の 八 第 一 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る

。  

 （ 免 許 人 以 外 の 者 に よ る 特 定 の 無 線 局 の 簡 易 な 操 作 に よ る 運 用 に

関 す る 準 用 ）  

第 三 十 一 条 の 三  前 条 （ 第 一 項 第 四 号 の 規 定 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、

法 第 七 十 条 の 八 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 条 の 七 第 二 項 の

規 定 に よ る 届 出 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 条 第 一

項 第 一 号 中 「 非 常 時 運 用 人 」 と あ る の は 「 法 第 七 十 条 の 八 第 一 項

の 規 定 に よ り 無 線 局 の 運 用 を 行 う 当 該 無 線 局 の 免 許 人 以 外 の 者 」

と 、 「 免 許 又 は 登 録 」 と あ る の は 「 免 許 」 と 、 同 項 第 二 号 及 び 第

三 号 中 「 非 常 時 運 用 人 」 と あ る の は 「 法 第 七 十 条 の 八 第 一 項 の 規

定 に よ り 無 線 局 の 運 用 を 行 う 当 該 無 線 局 の 免 許 人 以 外 の 者 」 と 、

同 条 第 二 項 中 「 第 七 十 条 の 七 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 七 十 条 の 八

第 一 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

  

 （ 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で き る 提 出 書 類 等 ）  

第 三 十 二 条  次 に 掲 げ る 書 類 等 の う ち 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の

は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方

法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い

う 。 ） に よ り 記 録 し 、 提 出 す る こ と が で き る 。  

 （ 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で き る 提 出 書 類 等 ）  

第 三 十 二 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 等 の う ち 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す

る も の は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁

気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方

法 を い う 。 ） に よ り 記 録 し 、 提 出 す る こ と が で き る 。  

一 ～ 十 二  （ 略 ）  一 ～ 十 二  （ 同 上 ）  

十 三  第 二 十 四 条 の 三 の 規 定 に 基 づ き 提 出 す る 書 類  十 三  第 二 十 四 条 の 二 の 規 定 に 基 づ き 提 出 す る 書 類  

十 四  第 二 十 四 条 の 四 に 規 定 す る 文 書  十 四  第 二 十 四 条 の 三 に 規 定 す る 文 書  

十 五 ～ 二 十 一  （ 略 ）  十 五 ～ 二 十 一  （ 同 上 ）  



 

 

 

 

 

別表第一号の三 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式

（第20条の５及び第20条の８関係） 

別表第一号の三 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式

（第20条の５及び第20条の８関係） 

（略） 

１ 特定無線局の種別  

２ 包括免許の番号  

３ 包括免許の年月日  

４ 備考  

  

（同左） 

１ 特定無

線局の種

別 

２ 最大運

用数 

３ 包括免

許の番号 

４ 包括免

許の年月

日 

備考 

          

  

（略） （同左） 

注１～４ （略） 注１～４ （同左） 

 ５ １の欄から３の欄までの記載は、次によること。  ５ １の欄から４の欄までの記載は、次によること。 

(1) １の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載する

こと。 

 

(1) １の欄は、施行規則第15条の2に掲げる特定無線局の種別

を、「陸上移動局」、「携帯局」、「地球局」又は「携帯移

動地球局」のうちのいずれかの局種を記載すること。 

 (2) ２の欄は、包括免許の有効期間中において同時に開設され

ていることとなる特定無線局の数の最大のものを記載するこ

と。 

(2) ２の欄及び３の欄は、再免許の申請の場合に限り、現に免

許を受けている特定無線局について記載すること。 

(3) ３の欄及び４の欄は、再免許の申請の場合に限り、現に免

許を受けている特定無線局について記載すること。 

 ６・７ （略）  ６・７ （同左） 

  

別表第二号の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式 別表第二号の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式



 

（第20条の５及び第20条の８関係） （第20条の５及び第20条の８関係） 

（別紙） （別紙） 

注１ 各欄の記載は、次の表のとおりとする。 

区  別 記載する欄 備  考 

１ 免許の

申請の場

合 

１ ２ ４ ５ ６ 

７ ８ 11 13 14 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

30 31 32 33 

 

２ 変更の

申請又は

届出を行

う場合 

１ ２ ３ ５ ６ 

７ ８ ９ 10 20(

注１) 22(注２) 30(

注３) 32(注４) 

当該変更に係る記載欄 

(注１) 21の欄に変更が

ある場合に限る。 

(注２) 23の欄から29の

欄までに変更があ

る場合に限る。 

(注３) 31の欄に変更が

ある場合に限る。 

(注４) 33の欄に変更が

ある場合に限る。 

３ 再免許

の申請の

場合 

１ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ 10 

11 16 17 21 

 

  

注１ 各欄の記載は、次の表のとおりとする。 

区  別 記載する欄 備  考 

１ 免許の

申請の場

合 

１ ２ ４ ５ ６ 

７ 10 12 13 14 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

30 31 32 

 

２ 変更の

申請又は

届出を行

う場合 

１ ２ ３ ５ ６ 

７ ８ ９ 19(注１) 

21(注２) 29(注３) 

31(注４) 

当該変更に係る記載欄 

(注１) 20の欄に変更が

ある場合に限る。 

(注２) 22の欄から28の

欄までに変更があ

る場合に限る。 

(注３) 30の欄に変更が

ある場合に限る。 

(注４) 32の欄に変更が

ある場合に限る。 

３ 再免許

の申請の

場合 

１ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ 10 

15 16 20 

 

  

 ２～６ （略）  ２～６ （同左） 

 ７ ５の欄は、特定無線局（法第27条の２第１号に掲げる無線局

に係るものに限る。）に係る申請の場合に限り、免許の有効期

 ７ ５の欄は、免許の有効期間中において同時に開設されている

こととなる特定無線局の数の最大のものを記載すること。 



 

間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数

の最大のものを記載すること。 

 ８ ６の欄は、特定無線局（法第27条の２第２号に掲げる無線局

に係るものに限る。）に係る申請の場合に限り、当該申請に係

るすべての無線設備を設置しようとする区域をコード表により

該当するコードを記載すること。 

 

 ９ ７の欄の記載は、次によること。 

  (1)・(2) （略） 

 10 ８の欄の記載は、次によること。 

  (1)・(2) （略） 

 11 ９の欄は、当該無線局が現に免許を受けた年月日を「平成16

年10月１日」の場合は「H16.10.1」のように記載すること。 

 12 10の欄は、当該無線局の免許の有効期間を注11に準じて記載

すること。 

 13 11の欄は、施行規則第９条の規定による免許の有効期間を希

望する場合に限りその期間を記載すること。 

 14 13の欄は、該当する□にレ印を付け、該当事項を記載するこ

と。ただし、第15条の４第１項及び第15条の５第１項の規定の

適用がある無線局の場合は記載を要しない。なお、日付指定の

場合は、注11に準じて記載すること。 

 ８ ６の欄の記載は、次によること。 

  (1)・(2) （同左） 

 ９ ７の欄の記載は、次によること。 

  (1)・(2) （同左） 

 10 ８の欄は、当該無線局が現に免許を受けた年月日を「平成16

年10月１日」の場合は「H16.10.1」のように記載すること。 

 11 ９の欄は、当該無線局の免許の有効期間を注10に準じて記載

すること。 

 12 10の欄は、施行規則第９条の規定による免許の有効期間を希

望する場合に限りその期間を記載すること。 

 13 12の欄は、該当する□にレ印を付け、該当事項を記載するこ

と。ただし、第15条の４第１項及び第15条の５第１項の規定の

適用がある無線局の場合は記載を要しない。なお、日付指定の

場合は、注10に準じて記載すること。 

 15 14の欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

 16 15の欄は、個々に記載することが困難な場合は、「何（又は

免許人）所属の受信設備」のように包括的に記載すること。な

お、地球局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び実

験試験局（宇宙無線通信を行うものに限る。）については、申

請に係る無線局の通信の相手方である放送衛星局等、人工衛星

 14 13の欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

 15 14の欄は、個々に記載することが困難な場合は、「何（又は

免許人）所属の受信設備」のように包括的に記載すること。な

お、地球局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び実

験試験局（宇宙無線通信を行うものに限る。）については、申

請に係る無線局の通信の相手方である放送衛星局等、人工衛星



 

局又は実験試験局（人工衛星に開設するものに限る。）が開設

されている人工衛星の名称を記載し、受動衛星を介して無線通

信回線を構成するものであるときは、通信の相手方である無線

局の名称に当該受動衛星の名称を付記すること。 

局又は実験試験局（人工衛星に開設するものに限る。）が開設

されている人工衛星の名称を記載し、受動衛星を介して無線通

信回線を構成するものであるときは、通信の相手方である無線

局の名称に当該受動衛星の名称を付記すること。 

 17 16の欄の記載は、次によること。 

  （略） 

 18 17の欄の記載は、注10の(2)に準じて記載すること。 

 19 18の欄の記載については、次によること。 

  (1)～(4) （略） 

 16 15の欄の記載は、次によること。 

  （同左） 

 17 16の欄の記載は、注９の(2)に準じて記載すること。 

 18 17の欄の記載については、次によること。 

  (1)～(4) （同左） 

 20 19の欄の記載は、次によること。  19 18の欄の記載は、次によること。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （同左） 

(6) 特定無線局（法第27条の２第２号に掲げる無線局に係るも

のに限る。）に係る申請の場合は、屋内その他他の無線局の

運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがな

い場所への設置及びその無線設備の施行規則第21条の３への

適合について、具体的な設置場所及び同条への適合の確保の

方法を記載すること。 

 

(7) （略） (6) （同左） 

 21 20、22、30及び32の欄の記載は、当該申請に係る無線局と識

別できる名称等を記載すること。 

 20 19、21、29及び31の欄の記載は、当該申請に係る無線局と識

別できる名称等を記載すること。 

 22 21の欄は、次の事項を記載すること。 

  (1)・(2) （略） 

 21 20の欄は、次の事項を記載すること。 

  (1)・(2) （同左） 

 23 23の欄は、所有者の国籍、氏名又は名称及び住所について記

載するほか、次の事項を記載すること。 

  (1)・(2) （略） 

 24 24の欄の記載は、次によること。ただし、当該人工衛星局が

 22 22の欄は、所有者の国籍、氏名又は名称及び住所について記

載するほか、次の事項を記載すること。 

  (1)・(2) （同左） 

 23 23の欄の記載は、次によること。ただし、当該人工衛星局が



 

日本の人工衛星局である場合若しくは既に運用を開始している

場合又は再免許申請の場合には、(1)及び(2)に関する記載を省

略することができる。 

  (1)～(3) （略） 

 25 25の欄には、開設者の国籍、氏名又は名称及び住所について

記載するほか、その地球局の局名及び設置場所について記載す

ること。ただし、通信の相手方が日本の人工衛星局である場合

には、記載を省略することができる。 

  （略） 

日本の人工衛星局である場合若しくは既に運用を開始している

場合又は再免許申請の場合には、(1)及び(2)に関する記載を省

略することができる。 

  (1)～(3) （同左） 

 24 24の欄には、開設者の国籍、氏名又は名称及び住所について

記載するほか、その地球局の局名及び設置場所について記載す

ること。ただし、通信の相手方が日本の人工衛星局である場合

には、記載を省略することができる。 

  （同左） 

 26 26の欄には、日本において運用される特定無線局を制御し、

又は管理する地球局の開設者の国籍、氏名又は名称及び住所に

ついて記載するほか、その地球局の局名、機能、回線数及び設

置場所に関する事項を記載すること。 

  （略） 

 27 27の欄には、特定無線局の制御に関する次の項目について具

体的に記載すること。 

  (1)～(3) （略） 

 28 28の欄は、移動範囲のコード表により該当するコードを記載

すること。 

 29 29の欄には、外国の人工衛星局が開設される宇宙物体の打上

げ場所、国際標識番号、姿勢制御方式、熱制御方式、所有者及

び名称並びに宇宙物体を打ち上げるために使用するロケットの

種類について記載すること。ただし、当該人工衛星局が既に運

用を開始している場合、又は再免許申請の場合には、外国の人

工衛星局が開設される宇宙物体の打上げ場所及び宇宙物体を打

ち上げるために使用するロケットの種類に関する記載を省略す

 25 25の欄には、日本において運用される特定無線局を制御し、

又は管理する地球局の開設者の国籍、氏名又は名称及び住所に

ついて記載するほか、その地球局の局名、機能、回線数及び設

置場所に関する事項を記載すること。 

  （同左） 

 26 26の欄には、特定無線局の制御に関する次の項目について具

体的に記載すること。 

  (1)～(3) （同左） 

 27 27の欄は、移動範囲のコード表により該当するコードを記載

すること。 

 28 28の欄には、外国の人工衛星局が開設される宇宙物体の打上

げ場所、国際標識番号、姿勢制御方式、熱制御方式、所有者及

び名称並びに宇宙物体を打ち上げるために使用するロケットの

種類について記載すること。ただし、当該人工衛星局が既に運

用を開始している場合、又は再免許申請の場合には、外国の人

工衛星局が開設される宇宙物体の打上げ場所及び宇宙物体を打

ち上げるために使用するロケットの種類に関する記載を省略す



 

ることができる。 ることができる。 

 30 31の欄の記載は、次によること。 

  (1)～(8) （略） 

 29 30の欄の記載は、次によること。 

  (1)～(8) （同左） 

 31 33の欄の記載は、次によること。 

  (1) 人工衛星の名称の欄は、注30(1)に準じて記載すること。 

  (2)～(6) （略） 

 32 当該欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

 30 32の欄の記載は、次によること。 

  (1) 人工衛星の名称の欄は、注29(1)に準じて記載すること。 

  (2)～(6) （同左） 

 31 当該欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

 

 

 

 

別表第五号の五 包括免許に係る免許状の様式（第21条の２関係） 別表第五号の五 包括免許に係る免許状の様式（第21条の２関係） 

  

第１ 特定無線局（法第27条の２第１号に掲げる無線局に係るもの

に限る。） 

特 定 無 線 局 免 許 状 

30
5ミ

リ
メ
ー
ト
ル
･･
･･
･･
･
･･
･･
･･
･
→
 

 包括免許人の氏名又は名

称 

  

 包 括 免 許 人 の 住 所   

 特 定 無 線 局 の 種 別   

 特 定 無 線 局 の 目 的  包 括 免 許 の 番 号   

 包 括 免 許 の 年 月 日  包 括 免 許 の 有 効 期 間   

 指 定 無 線 局 数  運 用 開 始 の 期 限   

 通 信 の 相 手 方   

第１ 特定無線局（法第27条の２第１号に掲げる無線局に係るもの

に限る。） 

特 定 無 線 局 免 許 状 

30
5ミ

リ
メ
ー
ト
ル
･･
･･
･･
･
･･
･･
･･
･→

 

 包括免許人の氏名又は名

称 

  

 包 括 免 許 人 の 住 所   

 特 定 無 線 局 の 種 別   

 特 定 無 線 局 の 目 的  包 括 免 許 の 番 号   

 包 括 免 許 の 年 月 日  包 括 免 許 の 有 効 期 間   

 開 設 無 線 局 数  運 用 開 始 の 期 限   

 通 信 の 相 手 方   



 

 包 括 免 許 人 の 事 務 所   

 電波の型式、周波数及び空中線電力  

 備 考  

  法律に別段の定めがある場合を除くほか、この無線局の無線設

備を使用し、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して

その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない

。 

     年  月  日 

(何)総合通信局長(注) ○印   

 

←･････････････････････216ミリメートル･････････････････････→  

注 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

 包 括 免 許 人 の 事 務 所   

 電波の型式、周波数及び空中線電力  

 備 考  

  法律に別段の定めがある場合を除くほか、この無線局の無線設

備を使用し、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して

その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない

。 

     年  月  日 

(何)総合通信局長(注) ○印   

 

←･････････････････････216ミリメートル･････････････････････→  

注 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

  

第２ 特定無線局（法第27条の２第２号に掲げる無線局に係るもの

に限る。） 

特 定 無 線 局 免 許 状 

30
5ミ

リ
メ
ー
ト
ル
･･
･･
･･
･
･･
･･
･･
･
･･
･･
･
･･
→
 

 包括免許人の氏名又は名

称 

  

 包 括 免 許 人 の 住 所   

 特 定 無 線 局 の 種 別   

 特 定 無 線 局 の 目 的  包 括 免 許 の 番 号   

 包 括 免 許 の 年 月 日  包 括 免 許 の 有 効 期 間   

 無線設備の設置場所とす

る こ と が で き る 区 域 

 運 用 開 始 の 期 限   

 通 信 の 相 手 方   

 包 括 免 許 人 の 事 務 所   

 

←
･･
･･
･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･

･･
･
･
･ 

←
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･
･･
･
･
･ 



 

 電波の型式、周波数及び空中線電力  

 備 考  

  法律に別段の定めがある場合を除くほか、この無線局の無線設

備を使用し、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して

その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない

。 

     年  月  日 

(何)総合通信局長(注) ○印   

 

←･････････････････････216ミリメートル･････････････････････→  

注 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

 

 

 

 

別表第五号の五の二 包括免許（法第27条の２第２号に掲げる無線

局に係るものに限る。）に係る無線局の開設届出書の様式（第24

条の２関係） 

 

 

長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

辺 

包括免許に係る無線局の開設届出書 

年  月  日   

  (何)総合通信局長(注１)殿 

ふりがな             

届出者(注２)      住  所             

ふりがな             

氏名又は名称        ○印    

 電波法第27条の６第３項の規定により、包括して免許を受けてい

る無線局に関して、下記のとおり開設したので、届け出ます。 

 

←
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･･
･
･
･
･ 



 

記 

 １ 包括免許の番号   

 ２ 特定無線局を開設した日   

 ３ 無線設備の設置場所 コード[  ]  

 ４ 適合表示無線設備の番号   

 ５ 無線設備の製造番号   

 ６ 備考   

     

 短   辺    （日本工業規格Ａ列４番） 

  

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

 ２ 届出者欄の記載は、次によること。 

  (1) 住所については、包括免許人の住所を記載すること。 

  (2) 氏名又は名称は、包括免許人の氏名又は名称を記載し、

氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。 

  (3) 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を

記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項

を記載するとともに、当該代理人の電話番号を付記するこ

と。 

 ３ １の欄は、現に包括免許を受けている番号を記載すること。 

 

 ４ ２の欄は、当該届出に係る特定無線局を開設した期日を「平

成23年３月１日」の場合は「H23.3.1」のように記載すること

。 

 ５ ３の欄は、次によること。 

  (1) 当該届出に係る特定無線局の無線設備の設置場所を「何

県何市何町○―○―○」のように記載することとし、空中

 



 

線の位置の経度及び緯度の記載は要しない。 

  (2) 都道府県コードを記載したときは、都道府県及び市区町

村名の記載は要しない。 

 ６ ４の欄は、適合表示無線設備の番号を記載すること。一の特

定無線局について複数の無線設備を有する場合にあつては、「

ABC89001～ABC89010」又は「ABC89001、ABC89002」のように記

載すること。 

 

 ７ ５の欄は、特定無線局の無線設備の製造番号を記載すること

。一の特定無線局について複数の無線設備を有する場合にあつ

ては、「ABC89001～ABC89010」又は「ABC89001、ABC89002」の

ように記載すること。 

 

 ８ ６の欄は、次によること。 

(1) 屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他

の妨害を与えるおそれがない場所に設置した場合にあつては

、「屋内等に設置。」と記載すること。 

(2) 施行規則第21条の３に適合するものにあつては、「電波の

強度に対する安全施設に適合。」と記載すること。 

(3) 当該届出に係る連絡先として、法人にあつては、その連絡

先の名称並びに担当責任者の氏名及び電話番号その他必要な

連絡先を記載すること。 

 ９ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に記載

すること。 

 

 

 

 

 



 

別表第九号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式（第31条の２

（第31条の３及び第31条の４において準用する場合

を含む。）関係） 

別表第九号 無線局の運用の特例に係る届出書の様式（第31条の２

（第31条の３及び第31条の４において準用する場合

を含む。）関係） 

（略） 

記 

 １ （略） 

 ２ （略） 

 ３ （略） 

 ４ 無線設備の製造番号（特定無線局（法第27条の２第２号に掲

げる無線局に係るものに限る。）又は包括登録に基づき開設し

ている登録局に限る。） 

 ５（略） 

（同左） 

記 

 １ （同左） 

 ２ （同左） 

 ３ （同左） 

 ４ 無線設備の製造番号（包括登録に基づき開設している登録局

に限る。） 

 

 ５ （同左） 

注 （略） 注 （同左） 

  

 


